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　本論文 の 目的は 、 義務教育制度が 確立 した明治時代末期 から大正 時代 中期 まで の 中

国地方 5県の 小学校 が劣等児問題 に対し て何 らか の 対処 をす る まで の 過程 を県教育会

雑誌 を中心 に比較検討 し、 劣等児 問題の 認識 と理論的 ・実践的対処に は い か なる条件

が 必要で あっ たの かを究明 しようとする もの である 。 劣等児の 発生 原因には環境因が

多い とみ なされて い たが、それ は、二 部教授等の 制度上 の 問題 と教員の 量 ・質の 問題

や 、 通学の 継続 を妨げる貧困の 問題等を意味 して い た 。 大正時代になる と 、 明治時代

の 教育方法に対す る 反省 や大正 デ モ ク ラ シ ーにお け る児童 尊重 お よび個人差 の 重視

が 、劣等児へ の 注 目を生ん だ 。 中国地方 5 県の なか で 岡山県が傑出 して劣等児教育が

盛んに な っ たが 、それ は、劣等児教育 に関心 をもつ 校長や教員が多か っ た ため で ある 。

その 基盤 と して 、 産業構造の 変化 を背景 と した 中等学校へ の進学希望者の 急増があ り、

それ に よ っ て 生 じた 、 進学を実現す る小学校教育の 効率化 とい う時代的要求が 、間接

的に劣等児教育を盛ん に した と考え られ る 。
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L は じめに

　 1．劣等児問題 に対する問題意識 と先行研究

　劣等児と い う名称は 、 主に学業不振の 小学校
1〕

児童に対 して 第二 次世界大戦前の 日本の 教育界

で 便宜的に使用 された歴史的総称で あ り、一定

の 条件の もとで成立 した小学校 にお ける指導問

題 と教育政策上 の 課題を内包する劣等児問題 と

なる 。 その 条件 と は 、 明治 30年代前半 （20世

紀初頭）にお ける 義務教育制度の 確立 、 同
一

年

齢 の 児童か ら構成 され 、

一
人 の 正教員が 担 当す

る学級概念の 明確化、学級 の 複数化 と児童 に教

授 すべ き指 導内容の 基準化 （明治 23年第二 次

小 学校令）、教授の 形態 ・方法に対する教 員の

関心で あ っ た （戸崎 ［2000］28−29）。

寧

筑波大学人 間系
”

福山市立大学教育学部

　学業不振児の 処遇問題が成立す る の は 、

一般

に義務教育確立の 第
一
段階として観察される普

遍的 な現象で あ り、 日本 で も直面せ ざる をえな

い 問題 で あ っ た 。 劣等児問題 は、劣等児が正規

の 義務教育対象で ある こ と 、 その 発生規模 が大

きい こ と、発生原因における大 きな多様性 に お

い て 、 盲児や聾唖児 、 精神薄弱児等 とは政策的 ・

実践的優先性にお い て根本的に異な っ て い た 。

　それ に もか かわ らず、戦前の 日本で は、欧米

先進国の ように 劣等児教 育を制度化 した り、小

学校教育の 主流か ら何 らかの 分化 を して 計画的

に対処 した りす る政策が ほ とん どとられなか っ

た 。 そ れで は、戦前日本の 初等教育界にお い て、

劣等児問題 は認識 され、改善 ・解決の 方法が 開

発 され て い なか っ た の で あろ うか 。本論文で は、

義務教育制度が確立 した明治時代末期にお ける

中国地方の 5県の 初等教 育界が、劣等児問題に
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対 して 何 らか の 対処 をす る まで の 過程 を比較検

討 し、 劣等児問題 の認識 と理論的 ・実践的対処

には い か な る条件が 必要 で あ っ た の か を 、 劣等

児教 育の ピ ー
ク で あ る 大正時代 末期 （1920年

代半 ば）の 前段階で ある大正 中期まで の 時期に

お い て 究明 しようとす る もの で ある 。

　 こ れ まで、全国的な状況お よ び特定地方の 集

中的 な検討 を行 うこ と に よ っ て 、 劣等児 ・低能

児教育の全体像 を描 こ うとした戸崎敬 子の先駆

的な研究が ある （戸崎 ［2000］）。 また 、特定の

県や 学校 ・人物 に関す る研究 は相 当数ある 。 本

論文の 研究課題 と直接関連す る研究 に は、迫ゆ

か りらの 岡山県倉敷小学校 の 特 別学級教育 を成

立か ら展開 まで を追究 した重層的で多面的に捉

えた研究があ り （清水 ・迫 ［1989］、 迫 ［1989］）、

なかで も迫 ・清水 ・志賀 （1987）、迫 ・清水 （1989）

は本論文 と直接関連する 。

　 本論文が 中 国地方 を対象 に す る 第一の 意味

は、地理 的 に近接 して い た 5県が、明治 30年

代後半以 降 にな っ て、相互 影響性を高め る こ と

に なっ た こ とである 。 こ の 時代 は 、 鉄道の 開通

によ っ て 入の 移動が容易 に な り、 郵便取扱量や

新聞講読に よ っ て 情報流通が改善 され た （島根

県 ［1979コ 17−18）。 もちろ ん、山陰 と山陽 とで

は 自然 と産業にお い て相当の 違 い が あ るが 、 低

い 就学率や よ り深刻な貧困問題 に悩んで い た下

位県で は、そ の 向上 や改善にお い て 隣接す る上

位県の 動向は無視で きな い 要素 とな り、上位県

へ の 近似 を 目標 とする よ うに なる 。

　 第二 に、中国地方 5県 には、就学率が高 く劣

等児の 教育が 進んで い た県 と、就学率で は全国

で も下位にあ り、劣等児教育の 計画が ほ とん ど

なか っ た県 とを含 ん で い るため に 、 劣等児教育

の 比 較検討 に は適切 な対象で あ る。岡山県の 劣

等児教 育に つ い て はすで に迫 らの 研究が網羅的

か つ 詳細 に検 討 して い るが 、 本論文で は岡山県

を含む中国地方とい う
一
定範囲の地域 に拡大 し

て検討するこ とに よ っ て 、 中国地方の 他の 県 と

対照 さ せ て 岡山県 の 位置づ けを再検討が可能に

なる とともに、こ れまで、戸崎 （2000）に よっ

て指摘 され て い た劣等児成立の 背景 として の 資

本主義の 成立や 学力重視政策とい っ た外形的な

条件や新教育の理 念の拡大等 （p．26−27，62−66）

につ い て 、 具体的な内容や劣等児教育成立 と の

内的関連 を深め る こ とが で きる 。 明治時代末期

以 降にお い て、と りわけ山陽地方で は産業構造

や教育需要の 変化 に象徴 され る社会的 ・教育的

変動が 生 じて い た とみ られ、劣等児教育と の 関

連を検討す る こ とがで きる 。

　 なお本論文で は、当時使用 され た用語 を歴 史

的表現 と して 使用 する 。

　 2．方法

　 （1）主要資料 ：主な資料 と して 、鳥取県教育

会、島根県教育会、岡山県教育会、広島県教育

会、山口県教育会の 月刊誌を用 い る。 誌名に は

変遷があ り、 また 、 刊行年が早い 雑誌 と遅い 雑

誌 で は、約 20年 間の 差が ある ほか 、図書館 の

所蔵状況 も各誌に よ っ て 異 なる
2〕

（梶 山 ・須 田

［2006］）。 県教育会雑誌 の 編集 は 、一般 に実務

を師範学校 と附属小学校 の教 員が 担 当す るが、

編集長 は県教育界 の 幹部である 。 内容は、教育

の 理論 ・動 向 ・会員間の 交流 ・情報伝達 、 政策

の 指示 ・連絡 を目的 とする雑誌で ある 。 誌面構

成 は時代に よ り変化が あるが 、本論文が対象 と

する時期で は、冒頭 に編集長 の 論説、講演記録、

研 究 、 実践 、 教育会活動報告、 関係法令や人 事

情報、会員の 声、文芸欄 を網羅 した総合雑誌で

あるが、編集方針は、編集陣や 各県教育会雑誌

ご とに同
一

で は ない 。執筆者は教育会外部の 専

門家 か ら の 寄稿 と会員の 投稿者 に よ っ て お り、

各県の 小学校教育に関連す る情報 を時系列的に

辿る こ とが で きる資料 として は、 こ れに代わる

もの は な い 。 しか し、小 学校教育の トピ ッ クか

ら漏れ る障害児教育の 関連情報は、他の 資料で

補充す る必 要が ある。

　なお 、県教育会は元 来、会員制の 自主的研修

団体 と して 発足 し、 会員 の 範囲は 、 県に よ っ て

多少異 なるが 、 小学校 を中心 に 、 師範学校お よ

び 中等学校 、 補習学校の 教員で ある 。 県教育会

雑誌は そ の 機関誌で あ る 。 しか し県教育会 は 、

中央集権体制の 確立過程の なか で 、図書館事業 ・

教員養成 ・夏期講習等、県教育政策の 補完的役
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割を担 うとともに、国の 教育政策の 円滑な実施

の ため の 組織 とな っ て い く。

　（2）分析方法

　 1） 指導方法 の 質的記述 ：迫 ・清水 （1989）

等の先行研究で採用 されて い る劣等児 の 定義 と

そ の 指導の 次元 （理念や 指導の 紹介、方法の 提

案等）に よる
一般 的な分析方法 を援用す るこ と

に加えて、実践の質や効果を見定め る
一

つ の指

標 と して、指導方法 の 質的 ・内容的記述に着 目

する 。 こ の 指標は 、 著書
・講演 の 紹介 や概説 的

内容で は な く、 対象児の 実態分析、指導の試み、

教師 自身の デ
ータに基づ く実践性 、 指導の 理念・

意図 と の 対応等か ら判断す る 。 また 、全国規模

の 教育雑誌との 比較対照 につ い て は、必要 な範

囲で行 う。

　 2）検討 時期 ：劣等児の 教育処遇問題 が盛ん

に な っ た とされる 日露戦争終 結 （明治 38年 9

月 5 日）後か ら、劣等児教育の ピー
ク となる前

段階の 大正 時代中期まで とす る。 こ の 約 15年

間 を 、 劣等児教育の 導入期 （明治時代末まで ）

と ピークの 準備段階 となる大正 時代中期 まで に

分 ける 。

1．各県教育会雑誌にお ける劣等児問題お よび

　　関連する諸問題

　 1 ．各県教育会雑誌にお け る劣等児 ・低能児

　　 教育 へ の 着 目内容

　 （ユ）明治時代末 まで ：5県の 県教育会雑誌に

お い て 劣等児問題 に間接的に 関連す る 論文 ・記

事 は、一般 に刊行時期が早 い 県教育会雑誌 に掲

載され て い る 。 しか し、出版時期 の 違 い はあ っ

て も、劣等児 と関連記事には、どの県にお い て

もほぼ
一
定の 順序性があ る。 最初 しば ら くは就

学義務 の 履行 強化 、 貧困 によ る不就学問題へ の

対処 、 教育や指導の 心理学的基礎 、 教員の 学力

の 記事が多 く、 劣等児教育関連記事が ほ とん ど

ない こ とは 、 各県教育会雑誌 におい て認め られ

る 。

　岡山県教育会雑誌を例に とる と、こ の 時期の

主題は以 下の 通 りで ある 。

　　小 児 観 察 （1892．1）、歯 と 知 慧 と の 関 係

　　（1892．7）、児 童の 注意力 （有岡 ［1892．7］）、

　　成績と出席日数の 関係 （1898．8）、 教育衛生

　　講 義 （三 宅 ［1899．6］）、 学校 衛生 の 目的

　　（1900．12）、 福 井市 の 優 良 児 学 級 （中 原

　　［1901．1］）

　これ以 外に、不就学や 子守教育、 トラホ
ーム

予防や言語 （吃音 ・方言）に 関連する記事が 多

い 。 岡山県で は、檜垣直右知事 （1902．2−1906．7

在任）に よる盲唖教育推進政策 との 関連で盲唖

教育関連の 情報が最 も多い 。

　中国地方 5 県の なか で最も早 く、 劣等児の 対

処 に つ い て 言及 され る の は 山口 県教育会雑誌

「防長教育』 にお い て で あ り、明治 37 （1904）

年 2 月号以降 、 小学校教員 に よる劣等児関係の

短文が掲載 される 。 劣等 とい う否定的なラ ベ ル

をもつ 児童に対する心理 的配慮の必要性 と指導

の 試 みが述 べ られて い る （山田 匚1904．2］）。 劣

等生の 特性 に対する教師の 特別な注意を喚起 し

た文章 もある （居田 ［1904，7］；廣中 ［1904．12］）。

劣等の 原 因の うち、ほ とん どが環境因であ る こ

と （当時の
一

般的な 見解）、 対処の方法が 原 因

に対応 して い る こ と （そ の 大半 は個別的配慮）

は注 目される （柳水生 ［1908．2］）。 小学校や県・

郡の 劣等児教育 ・低能児教育へ の 対応 に つ い て

はそれぞれの 箇所 で 述べ る 。

　つ い で 島根県教育会雑誌で は 、 明治 38 （1905）

年に、や や 詳細な 実践論文が発表 され る 。 高等

小 1年 女子 、 70人学 級 にお ける指 導の 工 夫 で

ある が 、内容に は特筆すべ き もの はな い （松岡

［1905．2］）。 翌 月 に は さ らに 詳細 な実践 論文が

発表 され る 。 こ の 論文の 特徴 は 、 劣等児の 発生

に は教師の指導に責任がある こ と （こ れ も一般

的な見解）、標準的 な対処法だけで な く、学業

劣等の 主要科 目で ある算術科と国語科に分けて

の 工 夫が列挙され て い る （銀峯 ［1905，5］）。 島

根師範附属小学校訓導の 著者は 、 児童の 学習 へ

の 興味減退 ・希薄こ そ学業不振 の 最大の 問題 で

ある と考え、特別指導に よる予習 と優等児 との

組み合わせ を指導の 要件 とするが 、劣等児の 達

成感 と学級児童 との 共感関係 も重視 し て い る

（花 田 匚1907．5］）。 そ の 後 、 後述 す る 大 正 6年
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の 論文 「特殊学級を併置せ よ」が発表され る ま

で、本県教育会雑誌で は 、 視察 ・転載記事以外

に劣等児関係の 情報は ない 。 なお 、 取扱規程設

定に よる小学校の対応 に つ い て は、対応の 項で

取 り上 げる。

　山口 県と島根県の 初期に おける 劣等児指導で

共通する の は、劣等児に対する教師の 同情 と共

感で ある。しか し、劣等児指導に関心 を もた な

い 教員 は優等生 に は親切 だが 、 劣等生 には冷淡

で あ っ た と い う　（長沼 ［19103 ］41）。

　鳥取県教育会雑誌で は、知能検査や マ ン ハ イ

ム ・シ ス テ ム の 紹介は他県 よ りも早 か っ た が 、

簡単な情報に過ぎない
。 その 後も、 自前の デ

ー

タに よ る発表はほ と ん どない 。 そ の なかで県教

育大会の 「5分 間演 舌」で 、算術科の 劣等児取

扱実験 を発表した教員 は 、 行動特徴 と教授原則

を述 べ た （市原 ［1ge8．5］）。 「特殊児童 の 教育

の
一

」で は、身体と精神の 「不規律」な児童を

対象に若干の 経験が記 され て い る 。 しか しその

方法 は 、 日常 の 指導の 範囲に留 まっ て い る （鳥

取県教育雑誌 ［1907．5］）。 なお 、 明治 41年 9 月

の論説 「小学校異常児の 教育」につ い て は後述

する 。

　岡 山県で は、明 治 40 （1907）年 5 月 に 岡 山

県師範学校附属小学校主事 ・清水淳が、訓導が

試みて い た座席配置 とよ り綿密な注意等お よび

始業前にお ける英語 ・算術 ・綴 り方の 指導等を

紹介 し、清水 の 劣等児 に対す る実験心理学的な

興 味を示 した が （清水 匚1907．5］）、9 月以 降に

な る と、実践 的な意図 を もっ た劣等児指導関係

の 論文が 掲載 され る よ うに なる 。 岡崎保治 は 、

特別学級設置 の 長短を列挙 して 、 研究上の 理 由

以 外 の 特 別 学級 設 置を否定 して い る （岡崎

匚1907．9］）。 船越茂傳治 （玉 島高等小学校長）は 、

高等科 2 年男子 の 算術成績の 悪 い 37 人を 3 ヶ

月間個別に留意 して 指導 した結果 を、担当訓導

の 報告 に よ り示 して い る （船越 ［1907．9］）。 明

治44 （1911）年に は 、浅野 辰 之進 が 、 指導上

の 基準 とな る劣等児童用 の 算術教材の 配列案を

発表 した （浅野 ［1911．3］）。こ れ以 降、玉 島小

学校教員 は 、 本誌へ の 寄稿者が続 き 、 劣等児教

育の 実践の 拠点の
一

つ となっ た 。

　 広 島県教育会雑誌で は、劣等児 につ い て はほ

とん ど掲載が ない 。 そ の なか で、広島師範学校

附属小学校訓導が 「算術科教授管見」 とい う短

い 論文の なかで 、

一斉教授 における優等児 ・劣

等児の 個別的教授法 の 必要性 を指摘 して い る

（岡 ［1909．6］）ロ

　 と こ ろで 、 全国 的に みれ ば 明治 40年前後 の

時期 は劣等児関係の 著作が発表 されは じめた時

期 だ っ た 。 織田勝馬 ・白土千秋 『小学児童劣等

生救済の 原理及 び方法」の 刊行が 明治39 （1906）

年 1 月 、 文部省留学生 ・服部教
一

「目下独逸 二

行ハ ル ル 新小学校編制法」、 同 じ く文部省留学

生 ・
槇山榮治 「マ ン ハ イム 小学校組織調査報告」

の 官報掲載が 、そ れ ぞ れ 明治 39 （1907）年 10

月 31日と明治 40年 12 月 11 日、 乙竹岩造 『低能

児教育法』 （目黒書店〉の 刊行が明治 41 （1908）

年 4 月だ っ た 。 こ れ ら の 著作や外 国情報が発表

され る前 と後で は、全 国規模の 教育雑誌 に掲載

された劣等児教育 に直接関係する著書 ・論文の

量 には 大 きな違 い が あ り、明治 30年代末期 ま

で の 時期では、発表数は まだ少ない 。 その
一

つ

に 、 明治 34 （1901）年 、 栃 木県 の 高等科 60名

の 担任 ・
岡安末吉は 、 読書

・
作文

・
算術の 3科

目の み児童 の 同意を得て優劣組に 二 分 して、教

材分量 （読書）・記述程度 （作 文）・数の 大小 （算

術）を 「遅鈍 な る児童」に対応 させ て指導した

成果 を発 表 して い る （岡安 匚1901，6コ）。 なお、

こ の 文章には、当時の 学術 ・実践論文の 常套句

だ っ た欧米先進国の 学説や 人名を示すカ タカナ

は 、

一
切 ない 。

　 しか し、 明治 39年以 降 、 全 国教 育雑誌 にお

い て、と くに劣等児に 関連する論文 ・記事が急

増 し、執筆者に も地 理 的 な広が りが 出て くる 。

発表され た 内容は劣等児の 原因や教育に関する

概 説 と大雑 把な指導指針が 示 され た 時期で あ

る 。 東京高等師範学校 附属小学校で は 、 小林佐

源治が低能児教育 に着手する 。 また 、 樋 口長市

（1871− 1945） らが研究者 と して 登場 し、 長野

県の小学校や岩手師範学校 附属小学校等の 実践

が脚光を浴び、明石女子師範学校附属小学校主
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大正 時代中期 ま で の 中国地 方初等教育界 に お ける劣等児問題の 認識 と対処

事の 及川平治 （1875− 1939）らが新 し い タイ プ

の 実 践的研 究者 と して 活躍 を始 め る 時期で も

あ っ た 。 日本の小 学校 における劣等児 ・低 能児

教育の 曙光の 時代であ っ た。

　 （2）大正時代中期まで ： こ の 時期は、 とりわ

け 5 県教育会 雑誌 の 間で 格差 が 広が る時代 で

あ っ た 。 岡山県 と広 島県の 教育会雑誌には、劣

等児関係の 記事が 多数掲載され る の に対 して 、

山陰の 県教 育会雑誌は情報量 も自前の 実践的資

料 も乏 しか っ た 。 大正 6年 （1917）3 月の 島根

県教育会雑誌に掲載の 「分 団教授瞥見記」は 、

当時分団教授法で名高か っ た奈良 と明石の 二 つ

の 師範 附属 小学校 の 見学記録で あ る （松浦

匚1917．3コ）。

　大正 10年代の 島根県と鳥取県の小学校で は 、

劣等児の教育実践 に基づ く問題提起は、ほ とん

どみ られ なか っ た 。た だ し、教材カー ドを利用

した分 団式教授に よ り、 優等児 （補充カー ド）・

劣等児 （基本 カー ド）の 指導 を両立 させ ようと

した 論文 （田熊 ［1915．9］；田 熊 ［1915．12］）が

他県教育会雑誌に掲載された 。

　山口県教育会雑誌で は 、 劣等児教育に対 して

は 山陰とは異なる ア プ ロ ーチ が み られ る 。 それ

は 、 安田親治訓導 に よる優等生 と劣等生 の 両立

を 目ざす マ ン ハ イム ・シ ス テ ム の 改編 、 すなわ

ち 、 3学級 2担任制 を利用 して正系 学級の ほか

に小規模で複式の 傍系学級 を設置し、成績の 向

上 しだい で 2つ の 学級間を相互往来させ る編制

法で あ っ た 。 さ らに彼 は 、 劣等生 を援助す る優

等生の 学力 も伸 ばす算術科 中心に独立マ ンハ イ

ム 方式、すなわち、複式の 能力別編成で ある優

等級の 甲組 と劣等級の 乙組に分け て 、 1週 間ご

とに成績に よ り相互 往来 させ る編制法へ と発展

させ た 。 彼 は、こ の 編制法 を課外教授 に も拡大

した （安田 ［1914，7；1914．10；1915．6］）。

　同 じ頃 、 豊浦郡小月小学校 で は 、 各児童の 知

能 に応 じて 全力活動 を行 わせ る 「応 能式努勉主

義教授法」を開発 し て い た 。 教材の 有機的配列、

選択 配列に も工 夫を要する方法で 、優等 ・劣等

生 を含むすべ て の児童 を対象と した （豊浦郡小

月小 学校 ［ユ915．11］）。 さ らに 、 同 じ郡 の 小 学

校長 は、一
斉教授

・
分団教授

・個別教授を組 み

合わせ た 指導法を算術科にお い て実施 した （厚

海 ［1916．5コ）。 こ の ように少 な くとも山口県 の

一
部地域 で は 、大正 4 − 5 年に は劣 等児 を対象

とする か な り濃 密 な教 育 実践 が展 開 されて い

た 。 こ の よ うな活動には、明 らか に当時流布 し

て い た個性教授学説が影響 して い た 。

　広 島県教育会雑誌で は 、 教授法開発 とい う方

向で はそ れ ほ ど実 りが ある とは い えなか っ た 。

大正 2 年 に東京 で 開催 され た全国訓導協議会

（初等教育研究会主催）に 参加 した教員 が 、 算

術科 の 研 究報告件数 65件 の うち 2件 の 劣等児

対象の研究が あっ た と報告 した （岡 ［1914．1］）。

こ の ほかに 、 教授法関係で は 、 算術科 における

劣等児指導の 論文が会 誌 に掲載さ れ た 。 21以

下 の 分解総合 が で きなか っ た 45名を 2組 に 分

けて 、第
一
段階で は豆 を用 い て 「見覚

マ マ

、触覚、

筋覚に よ りて 記憶に」訴える 3段階の 補 習を夏

休み に行 っ た 。 1名を除い た全員 が 4学 年の 算

術科課程 を十分 に学習で きたとい う　（呉市小学

校 ［1915．8］）。

　 こ れ以外 に 、 直接教授に関係す る寄稿 はない
。

劣等原因 と感情や 注意力な どの 心理学的実態調

査 （井上 ［1916．1］）、 学力 の 低下や劣等 は教授

法 の 拙 劣 に も原 因が ある とす る 発 表 もあ っ た

（土 井 ［1915．7］）。 『芸備教 育』 159号 は学 校編

制 の 方案 の 特集で あっ たが 、1人 の 執筆者だけ

が 劣等児を取 り上げて 、劣等
一
最優等、中等

一

優等 、 最劣等
一
最劣等 、 中等

一
中等の 児童間の

組み合わせ を提案 した （細川 ［1917．7］）。

　劣等児 に対 する教員の 取 り組 み の 位置づ け

は 、 県や市に よ っ て異な っ て い た ようで あ る 。

上記 の 呉市小学校の 劣等の 改善の 努力は、児童

に も教師 に も大 い に有意義だ っ たが、 こ の 活動

が教師自宅で行わ れた こ とは、こ の 指導が教 師

の 個人的な活動 だ っ たこ とを意味す る 。

　最後 に岡山県の 教育会雑誌であ るが 、劣等児

教育論文は多数か つ 多様で あ っ た （迫 ・清水 ・

志 賀 ［1987］；迫 ・清水 ［1989］）。 教 科 は算術

科 だ けで な く、 綴方 で も取 り上 げ られ、また、

指導が よ り困難な初学年教育や 休 日を利用 して
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岡 　典 子 ・中村　満紀男

の 補習指導まで 拡大 して い る 。

　最 も発表点数が多い 算術 科か ら取 り上げ る 。

本落は、表に問題 、裏に解答を記 した算術カ
ー

ド利用 した教授法 を開発 し、 問題の 選択 、 カー

ドの 整理 、 使用法 、 座席配列 と個別教授等に よ

り、優等生 と劣等生の 算術科学習に有効で ある

と した （本 落 ［1913．11］）。 女子 師範附属小 学

校の 山下は筆算指導にお い て 、 指導方法 と達成

目標 を設定 して 、 基礎教材の 理解 を十全に した

うえで練習教材へ 発展する こ とを強調する 。 彼

も、児童 の 自信 と喜び を重 視 し て い る （山下

［1915．5］）。 浅野 は 、 能力差 を顧慮 した 教材 を

与 えて 成果を挙げて い るが、優 中劣 と い う学級

内で の 指導上 の 区別が劣等児の 士気 を下 げ るか

ど うか は、 指 導次 第で あ る と い う （浅 野

［1916．9］）。 野 田澤 は 、 原 因や分類 、 外 来の 学

級編制法の 紹介等に とどまり、時間 を逆行した

感の ある 内容 を示す （野田澤 ［19ユ8．3］）。

　 劣等児に対する 関心は、劣等児の苦手 とす る

綴方に も広が っ て きた 。 久保田 は、とくに俳句

で は優等 ・中等 ・劣等の 児童別に区分 して 句作

を示 して い る （久保田 ［1920．2］）。 劣等児 の 綴

り方問題 を詳細に取 り上 げた の は、男子師範附

属小学校 の 二 階堂で ある 。 劣等児が綴方の 意義

を理解する方法と救済の 方法を具体的に示して

い る （二 階堂 ［1919．2］）。

　 こ の ほかに 、 劣等児 と不良児 を主 な対象 に 自

発的努力を重視した休日開催の 野外指導 （個別

指導 と鉱植物の 採集や写生）の 実践例 もある （木

山 ［1915．5］）。 初学年劣等児 を対象 とす る論文

の 実際 の 内容 は、劣等原因 と取扱 の 簡略な記述

に過 ぎな い （大森 匚1917．9］）。

　劣等児を 、 よ り広 い 範躊で 捉 えよ うとす る論

文 もみ られ る 。 平島は 、 「心 身の 発達尋常」で

な い 広範 な児童 を変異児 と して 、自然 ・家庭 ・

社会 ・身体 との 関係か ら分類 し、 取扱上の注意

を示す （平 島 ［1914．1］）。 岡山 師範附属小学校

の 守屋 は 、 異常児 の 種類 、 低能児の 原 因と身体

的 ・精神的徴候 を概説す る （守屋 ［1915。9］）。

　劣等 児に対す る問題意識 は、初等教育の
一

般

的 な問題 に対 して も援用 され る よ うになる 。 玉

島小学校 の 早川は 、 中程度の 能力 を標準 とす る

画一教育の 弊害 を、 と りわけ劣等児 にお い て指

摘 し （早川 匚1912．7コ）、菅は、画
一
教育が優等

児 に も劣等児に も有害で ある こ と を示 して い る

（菅 ［ユ914．1］）。

　 岡山県で劣等児指導 に対す る取組 を学校の 正

規活動 の
一

部として早 い 時期 から実施 した例に

は 、 玉 島小学校が ある （船越 匚1907．9コ）。

　 （3）低 能児教育 ：大正前半 まで の 中国地方 5

県にお ける劣等児教育は、特別学級編制で はな

く
一

斉教授 にお ける教授法 の 開発 ・工 夫だ っ た 。

低能 に言及する 教育学講演や 施設視察記は、時

に県教育会雑誌 に掲載 されたが、実践課題 と し

て低能児 を取 り上げる こ とは劣等児ほ ど多 くは

なか っ た 。

　明治 41 （1908）年 10月の 『防長教育』の 「教

育問答」欄に は、劣等児 と低能児の 差異点の 質

問が あ っ た （防長教 育 ［1909．10］）。 た しか に

劣等 と低能の概念の 混 同や混乱 は少 なくなか っ

た （市川 ［1910。8］）。 しか し 、 少 な くとも県教

育会雑誌に掲載され る論文 ・記事で は、指摘 さ

れ るほ ど 、 用語上 の 混乱が 顕著 であ っ たわ けで

ない
。 静枝 「低能児の 教育に つ い て 」（［1909．7］）

の よ うに、低能児 を能力が 低 い 児童と い う意味

で使用 する こ とで 、 劣等児 をも含ん で使用 して

い た場合 もあ っ た と考えられ る 。 他 県の例 であ

るが 、 第
一

回全 国小学校教員会議で 講演 した 三

村安次 （長野市）が 「低脳」 を劣等 の 意味 で使

用 し て い る こ とに は疑 問の 余地 が な い （三 村

［1906］）o

　しか し、 児童がやや逸脱 した 心身状態を示す

と、 小 学校教 員が 、 か ん たん に低 能児で ある と

自己診断する こ とへ の 警告が多か っ たこ とを考

える と （教育学術界 ［1909．3］；小学校 匚1912．1］）、

安易 なラベ ル づ けは、小学校の
一
般的な状況 を

反映 して い たの で あろ う。 こ の 問題は 、 後述す

る教員の 資質問題 と関連す る し、 関連専門職の

顕著な不足に もよ る 。

　明治41 （1908） 年、鳥取県 教育 会幹 部が 低

能児教 育の 試行に積極的 な態度 を示 して い る 。

論説 「小学校 異常児の 教育」は低能児教育 の 奨
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励 で あ るが 、 入学後の 半年〜 1 年は教育の 試行

と観察 、 低能児 と判明 した場合は補助学校 （学

級）、 あ る い は マ ン ハ イ ム ・シ ス テ ム と少人数

学級の 導入、単級学校で の 工 夫を提案し て い る

（因伯 教育 匚1908．9コ）。 論説 と し て は、こ の 時

期 で は実現可能性の 低 い 、拙速が看取 される提

案である 。 鳥取県の特殊教育が他県 よ りも遅れ

て い る と の 文部省視学官の 指摘 （因伯教 育

匚1908．7］）に対応す る もの で あろ う。
こ の 時期

の 約 10年後、大正 6年 （1917）6 月の 鳥取県教

育会雑誌に も、精神薄弱児の 特殊学級設置 に積

極 的な論文 「特殊学級を併置せ よ」が 掲載 され

た。 か つ て の社会有用で はな く、 精神薄弱児 と

同じ学級に い る こ とに よ っ て 「他の 児童が受 く

る損失を無 くして普通児童 に対する教育の 能率

を向上 す る こ と」を特別学級の 設置目的とすべ

きで あ る とする （松本 ［1917．6］）。 まさに上 級

学校へ の進学競争が始 まっ た大正期の 小学校現

場で の 苦慮が 、背景に ある もの と思 わ れ る 。

　ほ ぼ 同 じ時期に広 島県教 育会雑誌の 『芸備

教 育 』で も、 小 学校 長が 低能 児教 育 を繰 り返

し取 り上 げて い る 。 低能児教育を主題 と し て

天才教育 と関連づ けて述べ て い るが 、 その 必要

性 を指摘 したにす ぎない （寺尾 ［1909．3；1909．5；

1910．7］）。 寺尾 には裏づ け とな る 自己 の実践試

行が示 されて お らず 、 彼 の い う 「学理」 も外 国

指向の 典型で あ り、 事大主義の 傾向が ある。ま

た、天才教育が通常の 学校教育の 範囲内には な

い と の 考え方か らすれ ば （乙 竹 ［ユ9U ．1］）、 低

能児と天才の教育 を同列 にお い て論 じるこ とは

現実的では なか っ たはずで ある 。

　島根県教育会雑誌で は 、 実践 的な関心 はみ ら

れ な い が 、 安 易 な診 断 を 戒 め る記 事 の 転 載

（1908．12）、低 能 を治癒 する 器具 の 国内ニ ュ
ー

ス （1910．8）が 、 鳥取 県教 育雑誌で は 、 低能児

を優 良児 にす る ドイツ の 電気 実験 の ニ ュ
ース

が 、 掲載 されて い る （1912．11）。

　 岡山県教育会雑誌で も、他県 と同 じ時期 に低

能児問題が取 り上げられ て い る。6月に論説で 、

低能児教育 （定義は曖昧） と盲唖教育を 「現代

教育の 進歩」 とし、 あ らゆ る人間を 「徳化 し普

く教化の余沢 に浴せ しめる」 とい う教育の 理想

とした （岡山県教育会誌 ［1908．6］4）。 世良長

造 は 、 卒業や修了が不可能また はそ れ に近 い 非

白痴 の 児童 17人 を低能児 として 、指 導の 発展

的な配 慮に加えて心理 的満足 を加味 した対処の

試み を述 べ て い る （世良 ［1908．8］）。

　 山口県の 「本 県の 低能児童特別取扱法」 は 、

劣等 ・白痴 ・
てん かん と区別 して 低能の 取扱法

を 述 べ て い る 。 しか し、放課後 に 30分か ら 1

時間の 特別教授、長期休業中に劣等児とともに

国語 と算数の 指導か らみ る と、教育上 の 意味は

ほ とん どなか っ たであ ろ う （防長教育 匚1912．1］

146）。

　山口県の 小学校で は 、 低能児の 教育に つ い て

概 し て 否 定的 な考え方で あ っ た よ うに 思 わ れ

る 。 米原県視学の 「教育上 よ り見たる低能児の

取扱方」 （防長教育 ［1909．7］）で は、低能児を

小学校教育 の対象 とは見て い ない 。 県高官 と し

て就学免除を考えて い る と思 われ る 。 こ の よう

な考え方は大正 4 （1915）年に なっ て も変化が

な く、入学 して しまっ た低能児に小学校教育の

基準を適用 しよ うとし て い る （藤本 ［1915．4］）。

法律上 は 、 教科 目の 加除は可能で あ っ た が （第

三 次小学校令第 22 ・23条）、特別学級が な い 小

学校 で は 、 低能児 は小学校に居場所が なか っ た

の で ある。

　 しか し低能児教育の 実施の 必要性は、つ ぎの

理由か ら中国地方の 小 学校で は明 らか に感 じ ら

れ て い た と思われ る 。

・講習会に低能児教育 の 講習学科 目等を開設

　広 島県御調郡小学校教員講習会等 で低能児童

　取扱法の 科目 （広島県 ［1915］第 7−8号 の 表）。

　奥津講習にお ける低能児教育 （あさぬ ま ・を

　が わ 匚1917．9］54）。

・県外視察で低能児教育で 有名な小学校 を訪問

　福 岡 県 女 子 師 範 学 校 附 属 小 学 校 （西 村

　 ［1910．10］ 16．二 部教授 を行 い 、対象 を劣等

　児 と低能児 とす る 。 戸崎 ［2000］44）。 熊本市

　山崎小学校 （セ ン タ
ー

方式で の 劣等児と低能

　 児の教育）（土井 ［1924．3コ23−24；藤原 匸1924．5］

　78．西村 は 島根 県、土井 と藤原 は 岡山県の 教
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岡　典子 ・中村　満紀男

　員）。

・低能児教育が研 究会の 協議題

　児童教育研究会主催に よる大正 11 （1922）年

　 11 月の 岡山 ・広 島 ・香川 の 三 県連合児童教

　育研究会 の 協議題 「特別学級 を組織 して 劣等

　児並 に低能児 を教育す る適切 なる方法」。 出

　席 会員 142名 、 傍聴者 890名以上 。 編 制基準

　 と教育方針を明示、岡山県内小学校長 4名に

　 よる特別学級設置奨励金な らびに学級担任手

　 当を県に 建議 （備作教育 ［1922．11］）。

　 2 ．教育行政 ・ 教育会 ・小学校 ・師範学校に

　　　お け る劣等児問題

　 ここで は、劣等児に 関する県 ・郡の 指示 や県

教育会の 指針 、 小学校の 経営 との 関連 をみ る 。

　 （1）県 ・郡 ・小学校 ：岡山県は、不就学対象

の 限定と認定の 厳格化が 整備 され た時期に、明

治 38 年 2 月 24 日岡山県 訓令第 8 号 に よ り、発

育不完全は病弱とともに猶予 しか選択で きな い

こ と と した 。 こ の 県訓令が 、 第三次小学校令第

33条第 2 項 に基 づ い て い る こ とは い うまで も

ない が 、 発育不完全 を自動的に猶予 として処理

する こ とは、劣等児教育の 制度的必要性に対 す

る県の 関心が低か っ た こ とを反映して い る。し

か し教育界 です ら類似の 認識で あ っ た こ とは、

後述 する 岡山市教育会の 劣等児問題へ の 対応 に

よ っ て も明 らかで ある。

　山口 県で は 、 劣等児教育が客観的に は 必要 な

の に実施 されて い な い 実態が明 らか で ある 。 明

治 42 （1909）年に県当局 が 「好例 」「良好」 と

判断した就学 ・学校運営 ・指導に関連する事例

を編纂刊行 した 。
つ ぎは 、 郡に よ る劣等児 関連

の 対処事例で ある 。

・「玖珂郡実業教育振興令」 小学校教育が十分

　に 対応 で きて い ない
一

つ と して 「三 、劣等生

　取扱法ノ研究不充分ナル コ ト」

・「都濃 郡教授訓練 改善 ノ訓諭 教授上 ノ欠点」

　の うち教授の 方法 「十、優劣児童 ノ取扱法研

　究不充分ナ リ」（山口県 ［1909］1，14−15，16コ）。

・「熊毛郡小 学校劣等児童取扱 二 関ス ル 郡内施

　設 ノ状況 及其ノ成績」　将 来の希望 として、

　劣等児童特別学級の 編制と望 まし い 担当教員

　の 条件等を説明 （山口 県 匚1909］ 3，53−62］）。

　 広 島県 山県郡 で は 、 1913 （大 正 2）年 1 月 、

小学校長会同を開催 し、劣等児童取扱に つ い て

も協議したが 「各学校ノ状況承 リタシ」 とい う

情報交換に す ぎなか っ た （芸備 教育 ［1913、9］

12）。 広 島県御調郡小 学校 講習会等で は低能児

童取扱法が主題だ っ た （既述）。

　 学校の 経営方針 と して も、 劣等児へ の対応が

記載 されるようになる 。 明治 40 （1907）年 ユ1月 、

島根県邇摩郡温泉津高等小学校で は 「劣等生取

扱に 関する規程」に基づ き、名簿作成、成績不

良科 目とそ の 原因、指導方法、結果を記入す る

様式 も定め て い るが 、他県の 劣等児に対す る初

期 の 対応 で言及 され た教師側 の あ るべ き態度 は

ま っ た く触れて い な い 。 島根県の 頓原村の よ う

な在郷 町の 小学校で も、「教育内容」充実方策

とし て 「三 、劣等児童 の 救済」が挙げられ て い

る （島根県 ［1979］222）。岡山県浅口郡西浦小学

校 「我校の 教育」で は 、 優等児 ・劣等児 につ い

て の 記述がある （眞田 ［1918，2］）。 明治 41 （1908）

年 4 月、模範校とされ た山ロ県吉敷郡名田島尋

常高等小学校 で は 、 経営方針の
一

つ に 「劣等児

童の 取扱方法」を挙げて い るが、そ の 内容は個

人教授が 中心 で 、 欠席児 に は特別教授 、

一
定程

度の 劣等児 に は練 習的教授 を行 うが 、 形式 的な

内容 にす ぎなか っ た （防長教育 ［1908．4］）。

　以上 の よ うに、劣等児教育は早急 に着手すべ

き課題で ある こ とで は
一致 し て い たが、そ の 実

効度は疑 わ しか っ た。

　 （2）教育会 ：明治 35 （1903）年 11月 15 日に開

催 された広 島県の 第 2回連 合教育会で 、 尾道私

立教育会か ら劣等児に対 して 、 「正課時間外 に於

て 補教 をなすの 可否」が 提案 され たが 、採決に

まで 至 らなか っ た （広 島県私立教育会会報 匚1903，

2コ26）。 こ の時期 には、劣等児問題が未だ切実な

教育課題 とな っ て い なか っ た と思わ れる 。

　 明治 38 （1905） 年 6 月 2 日開催 の 岡 山市教

育会総集会 で 談話題二 件 と して 「（ロ ）劣等生

取扱の 方法」 が取 り上 げ られた が 「後会迄の 宿

題 とせ り」 とな っ た 。 （イ）「学校基本財産の 積

立 の 方法」が 7名の 委員で 検討す る こ と に した
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の と比 べ る と、（ロ ）は実践 的な切実 さが希薄

で あ り、 提議が唐突で もあ っ た （岡山県教育会

誌 ［1905．9］）。

　ほ ぼ 同 じ時期 に 、 岡 山県教育会 は 、 『戦時 岡

山 県教育状況』を発表する 。 盲唖児の皆就学を

強調するが、劣等児教育 には触 れて い ない （岡

山県教 育会 ［1905．8］）。日露戦争後に鳥取県教

育会が 戦後 にお ける 教育課題 を報告 して い る

が 、 劣等児関連の 記述はない （鳥取県教 育雑誌

［1906．3］）。 岡山県私立上道郡教育会の ように 、

劣等児童には 「特 に注意して命令に服従せ しむ

べ し」 とか 、劣等児は 「登校する を喜 ば」な い

た めに 「常 に出席 を奨励す べ し」（岡山県私立

上 道郡教育会 ［1909．4．15］ 32，33） と して 、 旧

態依然 の 方針 だ っ た 。

　広島県教育会 には初等教育調査部が置か れ て

お り、虚弱児の 特別取扱法や体育衛生 を取 り上

げて い るが 、劣等児教育へ の 方針 は示 して い な

い 。県教育会 として盲唖教育関係 へ の 言及 は多

い 。 鳥取県教育会で は、低能児の 項で 述べ た論

説 「小学校異常児 の教育」が ある 。 なお 、 島根

県 で は劣等児教育 に対す る教育会関連の 記事は

な い 。

　大正期に至 っ て も、各県教育会は組織 と して

の 劣等児問題 へ の 対応は見 られ なか っ た。 中国

地方で は、個 々 の 学校や教員の活動 に劣等児問

題へ の 対応 を委ねた ように思 わ れ る 。

　（3）師範学校 ：い ち 早 く教育問題 を認識 し、

対応す る こ とを任務 とす る機関や 団体は、劣等

児問題 に ど の よ うに 対処 して い た の だ ろ うか 。

師範学校関係で劣等児に対する対応 の 必要性 を

提起 した国内最初の例は 、 明治32 （1899）年 9

月に仙台で 開催された 第二 地方部師範学校 附属

小 学校主事会議協議会 （東北地方 と北海道 の 師

範学校）打 ち合わせ 事項 「学力優等及び劣等徒

の処置」（宮城県教育雑誌 匚1899．10］）で あろ う。

こ れは 、 師範学校側の 洞察 を示す相当に迅速 な

対応 だ っ た 。 中国地 方で は、明治40 （1907）年

に岡山県女子師範学校附属小学校が 「二 部教授

と劣等児童の 取扱法」 をま とめ、尋常 1 ・2年

生の 国語と算術の 補習指導を隔 日に行 っ た （岡

山県女子師範附属小 ［1907．7］）。 明治 42 （1909）

年には 、 広島県師範附属小学校に特別学級が 開

設される （戸崎 匚2000］34）。

　師範学校教諭 また は 附属小学校主事・訓導は、

仕事の
一
環 として、劣等児問題の 解説的論文 を

寄稿 した 。 中国地 方で も、師範学校教諭が 概説

的 ・解説的な論文 （岡山県で例示すれ ば、守屋）

で あ っ た の に対 して 、 附属小学校訓導 には試行

的 ・先導的な実践 （山下 、細川 、 二 階堂）がみ

られた 。

皿．中国地方にお ける劣等児教育の成立条件

　 1．就学率 と出席率
・卒業比率 と上級校 へ の

　　　進学

　つ ぎに小学校教 育におい て劣等児教育 を成立

させ た教育的 ・社会的条件 につ い て 、 山陽 と山

陰、岡山県と他県にお ける差 を検討する。教育

条件 に つ い て は、一
般 に児童の 小学校へ の 就学

状況 を示す指標 と して の 就学率 を 、 また 、 実際

の 出席状況 を示す指標 と して の 通学率を 、 さら

に中途退学が多か っ た当時における実際の 継続

的な就学状況を示す指標 と しては卒業比率を利

用する。社会的条件に つ い て は、産業構造 の 変

化 とそれ に伴う中等教育へ の 需要拡大か ら検討

する 。

　学齢就学率には 、 相 当数の 漏れがあ っ た と さ

れ る が （土 方 ［2002］ 11−32）、 現 在の と こ ろ 、

特定地域 を除 い て 文部省年報以外 に利用可能な

統計が な い 。20世紀初頭 には、中国地方の 5県

と もに就学率が 95％ 前後に まで 達 し、ま もな

く岡山県 は全国
一

とな っ た が 、 鳥取県は下位で

あ っ た （97％ 台）。 就学 率の 向上 は 、 県 や県 ・

郡 間における就学率の 高 さの 競争、 就学義務の

厳格化 の ような諸 々 の 就学督促 策 と貧困児童対

象の 不就学児対策の 成果で あ っ た （私立岡山県

教育会雑誌 匚19049］；島根県私立教育会雑誌

匸1904．10］；鳥取県教 育雑誌 ［1905．9コ；防長教

育 ［1908．5；1908．7；1909．2］：芸備教育 ［1911．5］）。

その 結果 、 島根県で は 1912 （大正 1）年に 就学

率 が全 国平均 を上 回る よ うに な り、それ以降、

「就学の 促進 よ りは、すで に確保さ れ て い る就
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学実態の 維持な い し発展 に変容」 した （島根県

匚1979コ　218）o

　通学率 ・卒業比率 も全 国的に改善 されて い く

（佐藤秀夫 ［1971］175）。 通学 率で は 、大正 1

（1912）年の 通学率 を 100とする と大正 13（1924）

年 105．2、卒業比 率で は、明治 40 （1907）年入

学児の卒業比率 100とする と大正 11 （1922）年

入学児 1229 （入学児の 91．5％が卒業）とな っ た 。

さらに 、 尋常小学校児童の上級学校へ の 進学状

況 をみ る と、大正 1 （1912）年の 進学率 を 100

とする と大正 13 （1924）年 125．2、 尋小 卒業者

の 135．2 （66．9％）が高等小学校 または 中学 ・高

女に進学 した 。 こ の 時期は、義務教育年限 6 年

へ の 延長 、 文部省 に よる高等小学校の 尋常小学

校へ の 併置奨励 、 中等学校 （中学校 ・女学校 ・

実業学校）の設立の 増加が あっ た。大正 末期に

は、卒業率の 向上 と卒業の
一

般化 、 中等教育へ

の 進学の 増加、小学校卒業後 の 就職 と進学へ の

志向が全 国的に み られたの で ある。

　20世紀 初頭 に は 就学 率 が全 国で 高位 とな っ

て い た岡山県と広島県にお ける小学校の 尋常高

等小学校 の 中心化 と中等学校 の 増加お よび児童

生徒数の 状況は、以下 の とお りで ある 。

　 こ れ ら の 進学 の 増加 は 、 教育上 の 理由か らだ

けで は な く、軽工 業の 発展 と重工 業 へ の 転換、

鉄道網 の 新設 ・整備 に伴 う商業 の 発達が背景に

’
rable　1　尋常高等小学校と中等学校お よ び 児童 生 徒 数 の 増加

初等学校 中等学校

尋常小 尋高小 高等小 師範学校 中学校 女学校 実業学校

明治39年

児 童生徒 数

461165 73 2 8 5 4

岡山県
159583 46032741216 1570

大正 5年

児童 生徒 数

156　 　 383　 　 　 3 2 ll 15 12

179057 57149844440 2552

明治43年

児童 生徒 数

547　　 175　　　39 2 9 5 8

ユ75工64 51234471599 1079
広 島県

大正4年

児童 生 徒 数

424　 　 275　 　 　 21 2 10 12 9

176851 66740512878 ユ461

出典　渡邊頼 母 （1923），
97−98

，
108−UO ；

　　　広島県教育概要（1915），19−29 ；広島県史近代 1（1980），1122．

　　　岡山県統計書 明治 39 年（1912），
115

，
133，177−179，181；大正 6 年（1919），116，148，151，155．

　　　広島県統計書 明治 44 年第 2 編 （1913），2，40，44，46，50；大正 6 年第 2 編 （1917）
，
2

，
50

，
54

，
56

，
60

，
62．

Table　2　 中国地方の 従業者数 と生産額の 変化

明治42年 大正 14年

従業者数 生産額 従業者数 生産額

鳥取県 50832471 803218099

島根県 37821470 808818064

岡山県 192042130440505148172

広島県 ll9881095837216105810

山口県 402835641676859804

　　　　　　　　単位 ：千円　　　 単位 ：千 円

出典　通商産業大臣官房調査統計部 （1961＞，236−241．
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あ っ た 。 Table　2 は 、 5県における従業者数 と生

産額 の 変化 を明治 42年 と大正 14年 で比較 した

もので ある 。 岡山県と広島県が こ の 2項 目に お

い て 他の 3 県 よ りも急増 して い る こ と 、 すなわ

ち 、 農業 中心か ら近代産業へ の 構造的変化が進

行して い た こ とが推測 される 。

　第一次世界大戦が もた らした一時的 な経済的

好況 とそ の 後の 長期的な不況は、農業か ら商工

業へ と児童 ・生 徒の 進路 を変更 させ る こ とに な

る 。 小学校 は尋常高等小学校が常態 と なり、 高

等科お よび中等学校へ の進学者は急増する 。 と

りわ け中等学校へ の 進学熱が 高ま り
3〕

、 小学校

の 進学準備機関化が 問題 とな りつ つ あ っ た 。 上

級学校へ の 進学 と就職指導 （実業教育）が追加

され る小学校の機能付加が、小学校教育の効率

化を必要 とするこ と になる 。 すな わ ち、円滑 な

進学 と進学可能 な学力修得 の た めに は劣等児の

発生 を少 な くした り、 学力 を改善 した りする こ

とが、小学校教育 にお い て重要な時代 的要求 と

な っ た （加藤 ［1922．1］；島根 県 ［1979］194−

201）。 大正 時代 に現れた 進学準備教育の 拡大 と

画
一主義の 解消 ・児童尊重 ・個性教育の

一
体化

が 、 劣等児教育の 振興 に間接的な影響 を与えた

要因で ある と思わ れ る 。

　 2．学級編制上 の問題

　劣等児問題の発生 関与因 として、小学校の 環

境 も関連 した 。 就学奨励 に よ っ て 就学者が増加

した結果 、 学校 ・学級数 と教員数が不足 したた

め 、 二 部教授 、 複式教授 、 単級 学校 が増 加 し、

過大学級 も珍 し くなか っ た 。 これ ら の 後進的制

度 は、教員に は よ り大 きな負担 を与 え 、 児童 に

は 円滑 な学習 を妨 げた 。 島根 県で は大正 14年

度 にな っ て も半数の小学校 は単級 または
一
部複

式学級の 学校であ り、 学級 1に本科正教 員 1 人

とい う標準は 10年前 と ま っ た く同 じ0．86 人で

改善され なか っ た 。 二 部教授 も三学級二 担任制

も残存 し て い た （島根県 匚1979］209−213）。 こ

れ らの 問題は 、 基本的に は財源不足 と教員養成

制度の 不備 （社会的選抜の 不調）で あ り、戦前

日本が解決 ・改善で きない 問題 とな っ て い く。

　 3．教員の 問題

　 劣等児 の 発生原因の
一

つ が、教員 の 知識 と技

術 の 低 さ に あ る こ と は 常 識 だ っ た （松 本

［1909．6］30，31 ；二 階堂 ［1919．6］24）。 広島県

で は 、 正教 員の 比率 が 1905 （明治 38）年 度の

46．5％か ら1915 （大正 4）年度の 71．14％ へ と著

し く改善され て い る よ うに見えるが、補充した

教 員 の 約 4割 は 検 定合 格 だ っ た （広 島県

匚1917．3コ21−23，91）。 教員不足 を補 うた めに各

種の 教員養成施設が維持 され 、 また 、 現職教員

の 学力補習を行 う必 要もあっ た （広島県 E1917］
21＿23

，
91）。

　山口 県の 教員問題 に は 、 澤柳政太郎が教員の

学 力 格差 と 人材 確 保 に 疑 問 を呈 した （澤柳

［1916．3］）。 教員 が 時流 に流 され や す く、自己

の 経験 に基づ く見識が な く、 意見が抽象的で そ

の 出来 には かな りの 差 があ り、 「学力修養 に大

なる差」 があ っ た （p．2−3）。

　そこ で 山口県で は、教員の 学力補習講習会を

12 回 も県内 3 箇所で 実施す る計画 を立 案 した

が 、准教 員に も拡大するた め に学力補習講習会

は 「未だ容易 く終了」しない 見通 しにな っ た （防

長教育 ［1908，10コ）。 学力 不足 の 教員 （尋常 正

教員を含む）を採用せ ざる をえない 事情 とその

社 会的背景があ っ た （防長教育匚1912．7コ）。 なお、

教員と教育行政の 刷新は、県知事指示事項で も

盛 り込 まれて い た （防長教育 ［ユ913．9］）。

　 山口県 で は 、 教 員の 運用 に も問題があ っ た 。

二 部教授 や単級学校 は教職経験が豊か な優良教

員が当て られ る こ とにな っ て い たが 、 現実の 配

置は ま っ た く逆 で あ っ た （防長教育 ［19139］3）。

しか し教 員不足 は 、 安 い 給与 と低 い 社会的地位

に起 因して い た か ら、山 口県だけの 問題で は な

か っ た はずで ある 。

　正 教員の慢性 的不足 とい う現実の なか で、劣

等児教育 に有能教員 を継続 的に確保す る こ とが

困難だ っ たか ら、 劣等児教育の 広範な発展 は困

難だ っ た こ とにな る 。 そ の うえ、劣等児 ・低能

児 の 教員に は特別の 条件が 求め られ る 。 岡山県

の 教員 ・世良長造は 、低能児教育の 基礎的条件

と して 、 忍耐 ・親切 ・確固た る信念 と い う一般
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的な教員 の 要素の ほか に 、 精神的 ・共感的関係、

保護者 の 了解を得て の 医療的取扱 法と教育的取

扱 法の 併用、指導法 の 開発 をあ げ る （世 良

［1908．7］24）。 常識 的な 日常 の 指導や 対応 を超

えて 、 教 員が劣等児の 指導的方法を向上 させ て

い く必要性は 、 玉 島小校長の 船越 も指摘す る （船

越　［1907．9］　25）。

　 4．その他の条件

　 （1）岡山県 における劣等児教育発展の 基盤 ：

岡 山県 は 、 大正 10年代 まで に はすで に他県 に

比 べ て劣等児教育にお い て傑i出 した地方に な っ

て お り、県教育会雑誌に掲載され た劣等児教育

関係の 点数も多か っ た 。 そ の すべ て が高度な内

容 をもっ て い た わけで は ない が 、

一
定 レ ベ ル 以

上 の劣等 児教 育 に 関す る多数の 寄稿 が共 鳴 し

合 っ て 、 高い 水準 へ と向上 した もの と思 われ る 。

特筆す べ きそ の 専門性 と多様性だ けで な く、寄

稿者の 勤務校が都市圏に集中して い る こ とは な

く、 山 間僻…地 の 教 員 も い た （本 落 ［1913．11］

32）。 玉 島小学校の よ うに 明治末期か ら、劣等

児教育の 拠点校 があ っ た 。 こ うして 、 大正時代

末期岡山県にお ける劣等児教育の 開花に は、そ

れ以前に その 土壌 が形 成 され て い た こ とに な

る 。

　 （2）劣等児教育の 必要性 に関する地方間 ・地

域 間格差の 発生 ：劣等児教育 の 認識に関す る地

域差 を如実 に示 して い る の は 、 1908 （明治 41）

年 5 月に開催 された帝国教育会主催の 第 2 回全

国小学校教員会議 における 「発育不完全」児 に

対す る 特別学級編制の 可否に 関する審議 で あ

る 。 こ の 会議で は 、 文部省諮問案が 2 件、帝国

教育会提案議案が 3件 あ り、 「三 、 発育不 完全

ナ ル児童 ノ為メ ニ 特殊 ノ 学級 ヲ設ケ ル ノ可否若

シ 可 トセ バ 如何ナ ル 編制ヲ トル ベ キ カ 」が提案

さ れた。提案理 由の なか で、対象は 「小 学校 二

於テ心身ノ発育不完全 ナ ル児童 （劣等生）」 と

明記 されて い る 。 しかし、 こ の 提案に対 して は

議論が 紛
・
糾 した （帝国教育会 ［1908．10］ 44−51

，

115−124 ；戸 崎 匸2000コ40−43）。 そ の 理 由 は 、

特別学級が 設置 ・運営され て い た地域 と、特別

学 級の 必要性 を認識 せ ず、将来の 未 知の 問題

だ っ た地 域 と で は、特別学級の 必要性に つ い て

まっ た く意見 を異 に して い たか らであ る。

　実質的 には特別学級設置提案で ある主 催者案

は可決に よ っ て、一
学級当た りの 児童数 、 男女

の 編制 、 教 員配置等 の 基準 を明確に関する検討

を開始 しよ うとい う趣 旨で あっ た。必要論、不

要論 、 認 識未熟論 が入 り乱れ て 採決 に至 らず、

調査委員付託 となっ た 。 調査委員案 （全教科 ＝

学年の 特別学級と一
部教科の 特別学級、男女共

学 、

一
学級 20名程度等） を再度審議する も票

決 に至 らず 、 決議 は延期 となる 。

　 こ の 審議過程で 注 目され る 第
一

は 、 原案審議

にお ける反対論者が 、青森県弘前市 ・島根県松

江市 ・岐阜県羽島郡 ・静岡県浜名郡の小 学校長

や 鳥取県 実業補 習学校 長で あ り、 必要論者 は 、

特別学級 を実施 また は試行 して い る東京 市の 校

長 ・教育界幹部や 群馬県館林 ・台湾基隆の 校長、

帝国教育会の 幹部だ っ た こ とで ある 。 提案者 の

劣等児定義が曖昧だ っ た （戸崎 ［2000］41） の

で はな く、敢えて曖昧に して各地域の 多様な必

要性 に 対応 で きる よ うに した と思 わ れ る （『日

本之小学校教 師』を創刊 した帝国教育会理事で

本会議 の 責任者
・
多 田房之輔 ［1862−1940］ と

東京府教育会代表で 第一瑞光小学校長 ・山ロ袈

裟治 ［1870−1935］の発言参照．帝国教育会 ［1908］

47）D

　第二 に注目され る の は、調査委員案 は、原案

反対者 （松江）や特別学級 の 必要性を認識 して

い なか っ た地方の 代表者も含ん だうえで作成 さ

れた 。 本会議 で の 議論で は必要性 を理 解で きず

反対した調査委員も修正案作成の ための 集中的

な議論にお い て、劣等の複雑さ と特別学級の （将

来的な）必 要性を認識 する に至 っ た と思わ れ る 。

こ の 時期の 文部省と帝国教育会 と の 関係 に は、

澤柳会長時代 の よ うな緊張閧係が なか っ たこ と

を考 えれ ば （阿部 ［1977］83−89）、 劣等児の特

別学級編制に 関する何 らかの 法制 を設ける好機

で あ り、原案 ・調査委員案の不採用は、そ の 後

の 劣等児教育 の 発展 を妨 げた と思われ る 。

　 こ の 原 案提議 に は 伏 線 が あ っ た 。 明治 39

（1906）年 5 月、帝国教育会主催 の 第
一

回全 国
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小学校教員会議で 、信濃教育会 の 長野市後町小

学校長 ・三村安次が教育実験 談 「劣等児童 ノ教

育」を述 べ た （三 村 匚1906］）
4）

。 こ の トピ ッ ク

が 選ばれた こ とは 、 劣等児教育の 重要性 を認識

して い た人物が 帝国教育会幹部に い た こ とを意

味する。

　 もう
一

つ の 地域差 は、大正 5 年秋に奈良 と明

石の 師範学校附属小学校 の 分団教授 を参観 した

島根 県の 教員の 感想 にみ られ る。 彼は 、 京阪の

発展 と活発 な活動を肌で 感 じ、「い つ まで も山

陰の 眠 っ た 空気 に つ つ まれ静的の 空気に甘ん じ

て い れば終に活動圏外に放擲」され る恐怖を感

じ、視察先 の 児童 の 活動 の 「何 れを取 っ て 持 っ

て学ぶ べ きもの たる を信ずる」 （松浦 ［1917．3］）

に至 っ た 。

　 こ の よ うな感情は、国際的 に見れ ば 日本 と欧

米先進国 との 教育情報の 関係に対応し て い る こ

とはい うまで もない 。 それゆ え、山積す る さま

ざまな教育上 ・指導上の 問題 に苦慮する事態 を

打 開 しよ うと して 、日本 の 教育学者 と教員は、

欧米先進国か ら新 し い 学説の 導入 を繰 り返すこ

とになる 。 鳥取 県で は r因伯教育』 にお い て 、

劣等児教育 の 実践 的志 向で は な く、 モ ン テ ッ

ソ
ーリとダル トン 関係 の 記事が繰 り返 し掲載さ

れ た の は 、 偶然で は な い 。

　 （3）大正 デ モ ク ラ シ
ー

：劣等児教育の 成立 ・

発展が 、 大正 デ モ クラ シーと称され る時代風潮

と関連が あ っ た こ とは、一般 に認め られ て い る 。

劣等児童の 人格尊重 ・同情的取扱、教師 と の 信

頼関係、児童へ の 干渉回避、児童の 過失 に対す

る淡泊等 とともに 「毎時間一
回 は笑はすべ し落

胆せ しむ るべ か らず」（花 田 ［19099 ］） と した

島根県師範附属小学校 訓導 （後 に県視学 官）、

花田 金之助はそ の 典型 で ある 。 明治的教育に お

ける個人 差の 無視 と画
一

主 義の 弊害に対する認

識 と嫌悪があ り、 その 反動 として児童尊重 ・個

人差 の 重視 ・個別的取扱 （天野 ［1979］） とい

う大正的教育の 本質が あっ て こそ 、 劣等児教育

は成立 ・展 開した の は明 らか で ある 。

　しか しなが ら、 事は それほ ど単純 で はなかろ

う。 と い うの は、県教育会雑誌で個性 を表題 と

する論文 ・記事の 多さが 、 劣等児教育や低能児

教育 に結 びつ かなか っ たか らである 。 劣等児教

育が 低調 だ っ た県の 教育会雑誌には、個性や そ

れ に 関連す る外 国人名 は登場す る 。 個性尊重や

教育の個別化は、外国か ら導入 した教育学説上

の 流行として 表層だけの 変化で 終わ り、劣等児

教育も画一
化する可能性が 当初か らあ っ た よ う

に思 われ る 。 劣等児教育は、大正 末期に ピー
ク

を迎 え る前 に下火
51

にな りつ つ あ っ た （澤柳

匚1916．3］9）。 流行は算術 界で も生 じて い たか

ら （徳永 ［1919．10］ 40−41）、 小学校教育の 特定

分野 の 問題で は なか っ た の で ある 。

N ．結論

　 この よ うに、大正 時代末期に倉敷小学校に象

徴 され る劣等児教育の 開花は、岡山県で は大正

中期まで に その 準備が整 っ て い た こ とが 明 らか

にな っ た 。 た しかに、劣等児 問題 の 重要性 を認

識 し、対処するに は、就学率 ・通学率 ・卒業比

率が 高 まる こ とは必要条件だ っ た が 、 劣等児の

存在 を教育上 問題に する社会 的状況 も必要だ っ

た 。 それは 、 岡山県で 顕著に 見 られた ように 、

産業構造の 変化 を背景 とす る 上 級学校 へ の 進学

熱 と受験競争だ っ た 。 小学校 は、保護者 の 上級

学校へ の 進学希望 を叶えるた め に児童 に学力を

つ けなけれ ば な らず、そ の た め に は、劣等児の

学力 を改善す る こ とに よ っ て 学級全体の 学力 を

向上 し 、 上級学校 へ の 進学 を可能 にす る こ とが

期待 された 。 劣等児教育の 方法 は、当初の 日常

の 指導の 延長 ・拡大か ら、しだい に教材 の 選択

と配 列、児童の 組み合わせ方法へ と深化 した が、

一
斉教授 の なかで 工 夫 された 。

　劣等や低能の 定義の 曖昧 さや 安易 な診断に批

判的な意見は 、 教 員の 素人診断に 向けられ た 。

しか し地方の 小学校 や教師に は 、 きわめて 少数

しか い な い 心理学や精神医学の 専 門家の 協力 を

得 る こ とは困難 だ っ た 。 こ れ また、近代 日本が

後進国か ら脱却す る過程で 内包 した矛盾の
一

つ

で あ っ た 、

　低能児教育に つ い て は、小学校教育に お い て 、

総論的導入 論は あ っ たが 、ま っ た く具体性が な

一 27一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Assooiation 　of 　Disability 　Soienoes 厂　Japan

岡　典子 ・中村　満紀男

く、 小学校教育へ の 導入が劣等児教育以上 に困

難だ っ た こ とが推測 され る 。

　今後の研究課題 として、倉敷小学校を典型 と

す る特別学級 の 成功 と限界お よ び 戦時体制に お

ける変貌を、中国地方の 小学校にお け る さ まざ

まな教育課題お よび時代状況の なかで 把握 し、

劣等児教育の成果が継承 されなか っ た理由 と背

景 を究明 した い 。 その 際 に 、 劣等児問題の 本質

は貧困問題 にある こ とはすで に指摘 されて い た

が （石尾 ［1912．1］）、長期に わたる経済不況 と

戦時体制の 強化 の なか で 、名目上 の 皆就学 と は

うらは らに存在 し続けた貧困層の 不就学 （玉井

E2000］） と劣等児問題 との 関連も検討する こ と

に したい 。

【付記】

1．本論文 は、日本学術振興会科学研究費補助 金 平

　 成 23−26年度基盤研究 （B）「日本 障害児教 育史

　 研究の 批判的 ・総合的検討に よ る教育史像の 革

　 新 と現代的意義」 （研究代表者 ・中村満紀男）

　 の 研究成果 の
一部で ある 。

2。本論文の 主 た る分担は 、 1お よ び H は岡が 、 皿

　 お よび W は中村が担当した 。

註

1）劣等生 は 、普及段階 の 中等教育界 で も使用 さ れ

　 る ようになるが、劣等の 原因が生徒個人 の 能力

　 や性向に求め られ て い る点で 、初等教育界 にお

　 け る劣等問題 とは基本的に異な る 。

2）刊行年 と誌名変遷 は下記 の 通 りで ある。なお所

　 蔵状況 につ い て は 、 梶山
・
須 田 （2000）を参照 。

　 鳥取県教育会 雑誌 （山陰之教 育 ［1895］、鳥取

　 県教育会雑誌、因伯教育）　 一部の み所蔵 な し

　 島根 県 教 育 会雑 誌 （島根県 私 立教 育会雑誌

　 ［1885］、島根県教育会雑誌、島根教育）　
一

部

　 の み所蔵なし

　 岡山県教 育会雑誌 （教育会雑誌 ［1886］、岡山

　 教育会雑誌 、 私 立 岡山教育会雑誌 、 岡山教育雑

　 誌、私立 岡 山県教育会雑誌、岡山県教育会誌、

　 備作教育）　 一
部 の み所蔵な し

　 広島県教 育会雑誌 （広島教 育協 会雑誌 ［1884コ、

　 広島県私 立教育協会雑誌、広島県私立教育協会

　 会報、芸備教育）　1890年代初めか ら 1900年代

　 初めま で所蔵館な し

　 山 口県教 育会 雑誌 （山 口 県教 育会報 ［1903］、

　 防 長教 育、防 長 教育時報、山 口 県教育）　 一
部

　 の み 所蔵な し

3）大正 初期 と末期 の 島根県 （大正 4 年 と 14年）

　 と広島県 （大正 2 年 と12年） にお ける中等学

　 校へ の 進学需要 の 変化を入学者に対する志願者

　 数で み れ ば 、 い ずれ の 学校で も明らか に増加 し

　 て い る （括 弧 内が 志 願 者 数 島根 県 ［1979］

　 196・197 ；広 島県 統計書大正 4 年 ［1926a］54−

　 57，60−61；広 島県統計書大 正 12年 ［1926b］ 58−

　 59，62−63，70−71）。

　 島根県　県立中学校 372 （558）→ 688 （1189）人

　 高等女学校 （私立 1含む）209 （284）→618（1002）

　 人

　 甲種実業学校 （市立 1含 む）207 （262）→ 774

　 （1425）人

　 広 島県 　県 立 中学校 1078 （3228）→ 1379（3159）

　 県立高等女学校 1062（1078）→1450 （3535）

　 甲 種実 業学 校 （市 立 1 含 む ）359 （363）→ 779

　 （2344）

4 ）三村安次 の 講演 は、劣等児学級児童 ・保 護者 と

　 他 の児童 ・保護者 との 関係 および改善方法、編

　 制方法、教育内容の 設定 と指導法、劣等 の 身体

　 的基盤等、重要な内容を含ん で い る 。

5）劣等児
・
精神薄弱児の 教育は、戦時体制に お い

　 て大局的に は 衰微 し て い くと し て も、『教育論

　 叢』掲載 の 論稿 に見 られるよ うな、昭和 15（1940）

　 年前後 の 劣等児 ・精神薄弱児教育 の 実践 に お け

　 る高揚 の 理由 と意義を再検討す る必要がある 。
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The  Recognition of  Slow Learners Problem and  Their Education in Primary  Sehool

           in the Chugoku  Area before the Middle  Years of  [faisho Era

Noriko  OKA'  and  Makio  NAKAMURA*'

  The  purpose of  this paper is to investigate some  educational  and  social  conditions  for educationaL

recognition  of  slow  learners and  the development of  their teaching  method  in the prefectural teachers'

association  joumals, through  comparison  efthe  educational  undertaking  process among  the elementary

schools  of  five prefectures in the Chugoku  area  from last period of the Meiji era to the middle  years of

faisho era, The causes  of  incidence of  slow  learners were  considered  rriany  environmental  factors of

class management  system  such  as  a  halfday school,  shortage  ofteachers  and  their low ability, and  the

poverty that prevents srow  leamers to attend  to the school.  wnen  it comes  to the faisho era,  reflection

on  the  unified  and  cramming  teaehing  methods  of  the Meiji era,  the importance of  individual

differences among  children  and  the respect  for children  in the Tbisho democracy, gave birth to the

attention  of  slow  learners. Special education  for slow  learners became prosperous in the Okayama

prefeeture among  the five prefecturcs, and  there were  many  teachers and  principals who  were

interested in education  of  slow  learners in the cntire  Okayama  prefecture. It is believed that the

proliferation ofpathways  to the secondary  sehool  in the context  of  the industrial structure required  the

efficiency ofprimary  school  education  in the Okayama,  and  as a result, education  of slow  learners had

grown indirectly.

Key werds:  slow  learners, Chugoku area,  going on  to secondary  school,  Taisho democracy, change  in

         industrial structure
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